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序　　　　　文

タイ国では経済の急成長に伴って、バンコク首都圏を中心に急激な都市化が進んでいる。しか

し、無秩序な開発が様々な都市問題を引き起こし、計画的な都市開発や区画整理など、再開発が

急務になってきた。同国内務省はこれに対処すべく、中央・地方政府の技術者育成を急いでいる

ものの、技術能力の不足などで、育成は円滑に進められない状況にある。

このためタイ政府は、「都市開発トレーニングセンター」を設立して、同国の事情に即した都市

開発、なかでも区画整理の手法を開発し、体系的な研修によりこれらの手法を普及させたいとし

て、我が国にプロジェクト方式技術協力を要請してきた。

これを受けて国際協力事業団は 1996年３月に基礎調査を行ったが、今般は 1997年（平成９年）

８月 12日から同 22日まで、住宅都市整備公団再開発・改善部次長　近藤秀明氏を団長とする事前

調査団を現地に派遣し、要請内容及び実施体制を確認するとともに協力内容についてタイ側関係

各機関と協議した。

本報告書は、同調査団の調査・協議結果を取りまとめたもので、今後のプロジェクトの展開に、

広く活用されることを願うものである。

ここに、本調査にご協力頂いた外務省、建設省、住宅都市整備公団、東京都、北九州市、在タ

イ日本大使館など、内外関係各機関の方々に深く謝意を表するとともに、引き続き一層のご支援

をお願いする次第である。

平成９年９月

国際協力事業団

理事　佐　藤　清
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１．事前調査団の派遣

１－１　調査団派遣の経緯と目的

タイ国内では、民間による無秩序な都市開発が都市環境悪化、交通渋滞等、様々な都市問題を

引き起こし、大都市圏では、計画的な都市開発や区画整理など、再開発の実施が必要になってき

た。これら諸問題の解決には、都市計画の観点からの適切な計画立案、指導並びに計画を適切に

事業化する都市開発の技術が不可欠である。一方、地方の中小都市においても、健全な都市開発

をめざす観点から、都市計画技術者育成が必要になっている。

我が国政府はタイに対してこれまで、都市計画及び都市開発分野の開発調査及び専門家派遣な

どの協力を行ってきたが、タイにおける同分野の技術者不足は著しく、その育成が急務である。こ

うした背景から、タイ政府は我が国に、内務省都市地方計画局（ＤＴＣＰ）に「都市計画トレーニ

ングセンター」を設置し、都市問題解決と良好な生活環境を創出するための都市開発技術者及び都

市開発担当官の育成をめざしたいとして、技術協力を要請してきた（正式要請書接到：1994年 12

月 14日）。

これを受けて国際協力事業団は、1996年３月 26日から４月６日まで基礎調査団を派遣したが、

今般はその調査結果を踏まえて事前調査団を派遣し、タイ側の要請内容及び実施体制を確認する

とともに、協力内容の策定を行う。

１－２　我が国との協力関係

我が国はタイに対して、下記の協力を行ってきた。

（1）専門家派遣

1988年以降、都市開発分野を中心として、内務省都市地方計画局（ＤＴＣＰ）、国家住宅公

社（ＮＨＡ）及びバンコク首都圏庁（ＢＭＡ）に個別専門家（長期・短期）を派遣した。（派遣実

績は、付属資料８．参照）

（2）タイからの研修員受入れ

1） 集団研修「都市計画」に 25名、「都市整備」に 15名を受け入れた。

2） タイ国別特設「区画整理」研修に、1995年 10名、1996年９名を受け入れた。

（3）研究協力

チュラロンコン大学への専門家派遣協力を行った。
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（4）開発調査

1）「区画整理事業適用調査」Ｆ／Ｓ（1992.1～ 1993.8）

機関：ＤＴＣＰ、地域：バンコク市内　800ha

2）「都市開発と一体化した首都圏鉄道輸送力増強計画調査」Ｍ／Ｐ、Ｆ／Ｓ（1993.8～ 1995.8）

機関：国家経済社会開発庁（ＮＥＳＤＢ）、地域：ラカバン東駅を中心とする 120ha

3）「バンコク都市環境改善計画調査」Ｍ／Ｐ（1995.8～ 1996.12）

機関：ＢＭＡ、地域：バンコク首都圏　1,600km2

１－３　調査団の構成

担当業務 氏　名 所属先・役職名

１ 総括／団長 近藤　秀明 住宅都市整備公団再開発・改善部次長

２ 副　団　長 保科　秀明 国際協力事業団国際協力専門員

３ 都 市 計 画 江藤　幸治 北九州市都市計画局長

４ 区 画 整 理 土屋　信行 東京都第三区画整理事務所換地課長

５ 協 力 企 画 吉成　安恵 国際協力事業団社会開発協力部社会開発協力第一課
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１－４　調査日程

期間：1997年８月 12日～８月 22日（11日間）

日順 月日 曜日 活動内容

１ ８月12日 火曜 成田発　11:00（TG641）

バンコク着　15:00

２ ８月13日 水曜 ＪＩＣＡ事務所打合せ

技術経済協力局（ＤＴＥＣ）表敬

国家経済社会開発庁（ＮＥＳＤＢ）表敬

都市地方計画局（ＤＴＣＰ）表敬

３ ８月14日 木曜 ＤＴＣＰとの打合せ

ＮＥＳＤＢにて協議

都市開発モデルプロジェクト視察

４ ８月15日 金曜 合同会議：内務省土地局（ＤＬ）、国家住宅公社（ＮＨＡ）、バンコク首都

圏庁（ＢＭＡ）他

ＤＴＣＰで協議

５ ８月16日 土曜 団内打合せ及び資料整理

６ ８月17日 日曜 団内打合せ及び資料整理

７ ８月18日 月曜 ＤＴＣＰで協議

８ ８月19日 火曜 ＤＴＣＰで協議

事業場視察（ディンデン地区）

９ ８月20日 水曜 地方行政局（ＤＯＬＡ）訪問

ＤＴＣＰで協議・ミニッツの最終確認

10 ８月21日 木曜 ミニッツ署名・交換

日本大使館、ＪＩＣＡ事務所報告

調査団長主催レセプション

バンコク発　22:30（JL718）

11 ８月22日 金曜 成田着　6:20
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１－５　主要面談者

（1）ＤＴＣＰ

Mr. Chaivat Arunotivivat Director General

Mr. Tasana Singhsilarak Deputy Director General

Ms. Poonvilai Jantada Architect 8, Town Planning Bureau

Ms. Naruemon Kongdhis Director, Training Division

Dr. Sommai Prijasilpa Director, The Office of Foregin Relations

Mr. Teerapun Nuntakit Town planner 7, ULR

Mr. Sirichai Musikabhumma Director, The Office of Thai-German Project

Mr. Prasit Apairat Senior Civil Technician 6

Ms. Panantiya Tithigalcharn Town Planner 7, Training Division

Ms. Puntip Jongkroy Town Planner 6, ULR

Mr. Soradej Sundrajun Public Relations Administrative Officer 6, The

Office of Foreign Relations

（2）ＢＭＡ

Ms. Jatoobhon Suawanasri Director, Urban Development and Land Readjusntment

（3）ＤＯＬＡ

Mr. Somkiat Kulvitit Director, Land Business Control Division

（4）ＮＨＡ

Ms. Chantana Chanond Director, Human Settlements Studies Center

Mr. Pornsak Boonyodom Assistant Governor

（5）ＮＥＳＤＢ

Dr. Utis Kaochien Assistant Secretary General, NESDB Research

Institute

（6）ＤＴＥＣ

Mr. Tongchai Choochuang Director, External Coordination Division

Ms. Hataichanok Siriwadhanakul Program Officer, Japan Sub-Division
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（7）日本大使館

荒川書記官

（8）ＪＩＣＡタイ事務所

斎藤次長

鷲見次長

大川所長
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２．要　約

本調査団は1997年８月 12日から同21日までタイに滞在し、「都市開発トレーニングセンタープ

ロジェクト」に係る事前調査を行った。調査団はタイ側関係各機関との協議で要請内容及び実施体

制を確認するとともに、協力内容案を策定し、協議内容をミニッツ（付属資料１．）に取りまとめ

て８月 21日、署名を取り交わした。

調査団はさらに、バンコク市内の開発予定地など（ラマ９世地区、ディンデン地区）の視察も

行った。

本調査団による協議の要約は、以下のとおりである。

（1）プロジェクトの背景

タイにおいて「人材開発」と「地方分権化」は、第８次国家社会経済開発計画で、持続的発展

を図るための優先課題と位置づけられている。内務省都市地方計画局（ＤＴＣＰ）はこれに基

づいて、地方自治体職員など、都市計画及び都市開発に携わる行政官、技術者などの人材育

成を促進する方針を立て、トレーニングセンターの設置を計画するとともに、日本政府にプ

ロジェクト方式技術協力を要請した。

（2）プロジェクトの目的

タイの社会、経済、法制度に適応した都市開発技術の研修カリキュラム開発及び研修の実

施。

（3）実施機関

内務省都市地方計画局（ＤＴＣＰ）

（4）プロジェクトサイト

ＤＴＣＰ　No.４ Building

（5）運営体制

タイ側のＤＴＣＰと首相府技術経済協力局（ＤＴＥＣ）、日本側のＪＩＣＡプロジェクト

チーム、ＪＩＣＡタイ事務所、ＪＩＣＡ本部派遣調査団、日本大使館（オブザーバー）で合同

委員会を構成して、プロジェクトの管理・運営にあたる。

また、タイ側は国家社会経済開発庁（ＮＥＳＤＢ）、地方行政局（ＤＯＬＡ）、土地局（ＤＬ）、

国家住宅公社（ＮＨＡ）、バンコク首都圏庁（ＢＭＡ）で合同ワーキンググループを組織し、技
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術分野の調査・分析、新規研修コース内容の開発を行う。

（6）日本側投入

長期・短期専門家の派遣、タイ側カウンターパートの日本研修、プロジェクトに必要な資

機材の供与を行う。

（7）タイ側の取るべき措置

日本人専門家に必要なフルタイム・カウンターパート（Ｃ／Ｐ）の配置。（Ｃ／Ｐの所属先

は、ＤＴＣＰ研修部、都市地方計画情報センター、土地区画整理・特別事業室、都市計画部）。

また、日本人専門家の執務室及び事務機器、必要な予算措置を講ずるとともに、プロジェク

トに必要な組織的アレンジ（ＤＴＣＰ内関連部署との連携、ＮＨＡ、ＢＭＡ等との連携措置）

を行う。

（8）プロジェクト協力期間

３～５年。最終的な期間と開始時期は、実施協議調査団派遣時に決める。

（9）プロジェクト活動の範囲

以下の活動に対するＣ／Ｐへの技術支援を行う。

1） 研修カリキュラム及び教材の開発

2） タイに適用可能な土地区画整備事業の方策及び手法の開発

3） タイの都市開発事業実施における可能性と制約条件の調査・分析

4） 都市開発と都市開発に密接に関連する研修コースの開発及び強化

（10）プロジェクト名称

暫定的に「タイ都市開発人材育成プロジェクト」で合意した。実施協議調査団派遣時に正式

決定する。

（11）その他

タイ側は、将来の研修センター開発計画と都市計画の情報システム構築に関し、日本側に

専門家、技術、機材面の協力を要望した。
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３．プロジェクト実施計画概要

本調査団の協議で、タイ側と合意した要点は、以下のとおりである。

３－１　プロジェクト協力期間

３～５年。最終的な期間及び協力開始時期は、実施協議調査団派遣時に決定される。

３－２　プロジェクト活動範囲

以下の活動に対するカウンターパートへの技術支援を行う。

・研修カリキュラム及び教材の開発

・タイに適用可能な土地区画整理事業の方策及び手法の開発

・タイの都市開発事業実施における可能性と制約条件の調査及び分析

・都市開発及び都市開発に密接に関連する研修コースの開発と強化

３－３　プロジェクト活動により開発される研修

質問書へのタイ側回答は、以下のとおりである。

（1）研修タイトル

1） トレーナー育成コース（Treining the Trainer Course）

2） 総合都市計画コース（Comprehensive City Planning Course）

3） 都市開発コース（Urban Development Training Course）

（2）研修内容

都市利用、事業計画、設備・施設計画、資金計画、法制度

（3）研修期間

２週間～２か月以内とし、それぞれの研修内容によって決定する。

（4）研修員人数

1） トレーナー育成コース 20～ 30名

2） 総合都市計画コース 30名

3） 都市開発コース 30名
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（5）研修員のレベル

管理職、中堅管理者並びに地方職員のレベルに区分される。

（6）トレーナーの必要人数

都市地方計画局（ＤＴＣＰ） 20名（カウンターパート ８名、非常勤　12名）

バンコク首都圏庁（ＢＭＡ） ３名（非常勤）

国家住宅公社（ＮＨＡ） ３名（非常勤）

地方行政局（ＤＯＬＡ） ３名（非常勤）

土地局（ＤＬ） ３名（非常勤）

（7）トレーナーの資格

・大卒以上の者

・23～ 55歳の者

・総合計画及び都市開発事業の業務経験が２年以上の者
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４．タイ側のプロジェクト実施体制

４－１　実施機関

内務省都市地方計画局（ＤＴＣＰ）を実施機関とする。

ＤＴＣＰ内では、研修部を中心とし、都市地方計画情報センター、土地区画整理・特別事業室

及び都市計画部からカウンターパートを任命する予定。なおＤＴＣＰでは、組織改編を検討して

おり、研修部が人材開発局として格上げされる可能性がある。

４－２　プロジェクト運営体制並びに関係機関との連携

（1）プロジェクト総括責任者：ＤＴＣＰ局長

（2）プロジェクト実施責任者：ＤＴＣＰ副局長（アシスタントとして研修課長が補佐業務を行

う）

（3）合同ワーキンググループ：技術分野の調査、分析並びに新規の研修コース内容の開発を行

う作業委員会的な機能を持つものである。

構成メンバーは、国家社会経済開発庁、地方行政局、土地局、国

家住宅公社、バンコク首都圏庁の代表者。

４－３　プロジェクトの予算措置

ＤＴＣＰから７億 4,200万バーツ並びにＤＴＥＣの基準予算額をプロジェクトの予算として措

置する見込み

４－４　建設、施設等の計画

タイ側は、ＤＴＣＰの新庁舎内に研修室（２フロアー）と宿泊施設を建設済みであり、プロジェ

クトの実施においてはプロジェクト事務所も同庁舎内に設置される予定である。

４－５　カウンターパートの配置計画

カウンターパートは、研修部、都市地方計画情報センター、土地区画整理・特別事業室及び都

市計画部から任命される。フルタイム・カウンターパートは８名である。

またカウンターパートの資格については、都市計画または情報工学分野における大卒以上の学

歴を有する者で、かつ事業経験を３年以上持つこととしている。
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５．第三国協力について

ドイツ技術協力公社（ＧＴＺ）が「Decentralization of Physical and Urban Development

Planning」の協力を実施中。

1993年に覚書を結び、プロジェクト期間を 18か月としているが、その後延長し、現在も継続し

ている。

協力機関は、総理府、地方行政局、都市地方計画局とし、専門家派遣及び研修員受入れなどの

協力を行っている。モデル事務所を地方に設置し、主に地方自治体むけの都市計画技法に関する

指導を展開している。
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